
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第 5 県債残高及び一時借入金の状況 
 

 

 

 

 

道路、河川、港湾等の土木施設や学校等の大規模な公共施設の建設、

あるいは災害復旧等については、事業を実施する年度に多額の資金が必

要になること、また、世代を超えて県民が利用するため、将来の世代に

わたり等しく負担することから、県債を発行してこれらの事業の財源に

充てています。 

一方、県債のように後年にわたり償還していくのではなく、必ずその

年度の歳入をもって、その年度の出納閉鎖期間（5月 31日）までに返済

しなければならない債務が一時借入金です。一時借入金の最高額は、そ

の年度の予算で定めることとされています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第 5 県債残高及び一時借入金の状況                

1 県債の状況 
 

県債の現在高（令和 3年（2021年）3月 31日現在）は、目的別に見ますと、一般会計では、臨時

財政対策債が総額の 25.8%と最も大きなウエイトを占め、次いで普通債の土木が 23.9%、災害復旧債

が 6.7%となっています。 

また、表 2 により、県債の現在高を借入先別に見ますと、銀行等引受が最も大きなウエイトを占

め、次いで市場公募の順となっています。 

なお、県債の現在高（令和 3年（2021年）3月 31日現在）には、令和 3年（2021年）5月末まで

の出納整理期間中の借入れ分は含まれていません。 
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2  一時借入金の状況 

資金不足を生じた場合、一時借入により資金の調達を行います。この一時借入金については、借

入の限度額をその年度の予算によって定めることとされており、令和 2年度（2020年度）は、800

億円となっています。 

なお、令和元年度（2019年度）下半期の一時借入金の最高額は、次のとおりです。 

 

 

（単位：千円） 

区  分 令和 2年度 【参考】令和元年度 

下半期借入最高額 

（借入ピーク日） 

 26,699,213 

(3月 19,20,21日) 

38,411,858 

(3月 18日) 
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